
消防用設備等の点検アプリの活用について

建物の関係者（所有者・管理者・占有者）は、設置されている消防用設備等を定期
的に点検し、その結果を消防署に報告することが消防法で義務付けられています。

①点検・報告はなぜ必要なの？

建物には消火器具や自動火災報知設備等の消防用設備等が設置されています。これらは

平常時に使用することはありませんが、いざという時に確実に作動し機能を発揮すること

ができるよう、定期的な点検と消防署への報告が義務付けられています。

②点検・報告はいつ行うの？

点検時期
・機器点検：６ヶ月ごと（外観や機器の機能を確認します。）
・総合点検：１年ごと（機器を作動させて、総合的な機能を確認します。）
報告期間
・特定防火対象物（飲食店、デパート、ホテル、病院等）：１年に１回
・非特定防火対象物（共同住宅、工場、倉庫、事務所等）：３年に１回

③点検者の資格は？

建物の用途や規模により、次のように定められています。
１ 有資格者（消防設備士・消防設備点検資格者）に点検を行わせなければならない建物
・延べ面積１０００㎡以上の建物
・飲食店や物品販売店舗等の特定用途が地階又は３階以上の階にあり、屋内階段が１つ
の建物（消防署に要確認）

２ 前１以外の建物は、資格がなくても建物の関係者が点検を行うことができます。（※１）

④不良箇所があったらどうするの？

点検の結果、不良箇所があった場合については、速やかに改修や整備をしなければなり

ません。ただし、工事や整備については、消防設備士でなければできないこととなってい

ます。

消火器については、内部点検が必要となる製造年か
ら５年（加圧式の消火器にあっては３年）を経過し
たものはアプリによる点検から除外されています。
専門業者へ依頼するか、買い替えをしましょう！！

このたび総務省消防庁において、建物の関係者が点検を行う場合（※１）に容易に
点検・報告が行えるよう、点検や報告書の作成を支援するスマートフォンアプリが作
成されました！！
当該アプリにより作成した点検結果報告書は、消防署への報告に使用できます。
当該アプリは、「App Store」、「Google Play」、消防庁ＨＰ

（https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html） からダウン
ロードが可能となっていますので、ご活用ください。
なお、現在のところ、消火器具、非常警報器具、誘導標識及び特定小規模施設用自

動火災報知設備の４つの設備が当該アプリの対象となっています。

消防用設備等点検報告制度の概要

ここで今回のアプリを活用！！

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html

